
いのちのとりで裁判

その「到達点」と「行動提起」

２０２３年１２月１日緊急院内集会

いのちのとりで裁判全国アクション事務局長

弁護士　小久保哲郎
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2020（令和2）年6月25日　名古屋地裁判決
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「名古屋の借りを返した」大阪地裁判決（2021年2月22日）　
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   令和３年２月２２日　大阪地裁判決

   令和３年３月２９日　札幌地裁判決

   令和２年６月２５日　名古屋地裁判決
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   令和３年５月１２日　福岡地裁判決

   令和３年９月１４日　京都地裁判決

   令和３年１１月２５日　金沢地裁判決

   令和３年１２月１６日　神戸地裁判決

   令和４年３月７日　　秋田地裁判決

   令和４年５月１３日　佐賀地裁判決
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   令和４年７月２７日　仙台地裁判決

   令和５年４月１３日　大津地裁判決

   令和４年５月２５日　熊本地裁判決　　　　　　　認容

   令和４年６月２４日　東京地裁判決　　　　　　　認容

   令和４年１０月１９日　横浜地裁判決　　　　　　認容

   令和５年２月１０日　宮崎地裁判決　　　   　　　認容

   令和５年３月２４日　青森地裁判決　　　　　　   認容

   令和５年３月２４日　和歌山地裁判決 　　　　   認容

   令和５年３月２９日　さいたま地裁判決  　　　　認容

   令和５年４月１１日　奈良地裁判決　　   　　　　認容



2023年4月14日
　
控訴審最初の
大阪高裁で
逆転敗訴判決

2023/12/10



2023/12/10



「大阪の借りを返し
た」
名古屋高裁判決
（2023年11月30日）
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いのちのとりで裁判の到達点

 ・地裁判決12勝10敗。2022年5月の熊本判決以来は13勝2敗。異例の勝
訴率

 ・千葉、静岡、広島地裁に続き、名古屋高裁も認容判決

 ☛　大阪高裁判決の特異さ説得力のなさが明白になった意義は大

 ・全国29地域で30の訴訟を提起したことの成果

 ・低所得者の代表として声をあげた原告の皆さんの「成長」

 ・各地の支援の会の運動の「成長」と連携の強化

 ・間違いなく歴史に残る一大訴訟運動に育っている

 ・最前線の舞台は最高裁へ（大阪訴訟は第三小法廷に係属）
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２０２２年１２月
２０２３（令和5）年度

生活扶助基準の見直し
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この裁判を通じて何を獲得するのか

 〇　2年後の2025（令和7）年度の基準引下げ、級地統合による都市
部の引下げを阻止する

 〇　下位10％との比較を止め、社会参加費用も含めた需要の積み
上げによる新たな検証手法を開発させる

 〇　生活保護基準部会による検証を経ることをルール化し、当事
者・弁護士を委員にいれさせる

 〇　夏季加算を創設させ、平成25年改定前の基準に戻す

 〇　権利としての生活保護（生活保障法）を実現する
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そのために何をするのか

 ・全国各地で街宣行動・議員要請（週末）や裁判所前宣伝（早朝）

 ・東京で　12月4日13～16時　議員要請（参議院議員会館）

 　　　　　　　　　12月5日10～13時　議員要請（衆議院第1議員会館）

 　　　　　　　　　12月7日13～16時　議員要請（衆議院第2議員会館）

 　　　　　　　　　12月14日14～18時　反貧困ネットワーク厚労省協議（衆院第1多目的ホール）

 ・2024年5～6月（予定）　日比谷野外音楽堂大集会＋パレード

 ・2024年秋まで　全国29地域で弁護士会と連携したシンポ開催
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２０２４年１０月３日　第66回　日弁連人権擁護大会・第１シンポジウム

「今こそ、生活保障法の制定を！
　～地域から創る、すべての人の“生存権”が保障される社会」
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名古屋国際会議場
センチュリーホール

（定員3012席）


